
Ⅰ．当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

Ⅱ．当院は、下記の施設基準の届出を行い、受理されています。

１．入院基本料に関する事項

回復期リハビリテーション病棟入院料１
基本診療料の施設基準は、「回復期リハビリテーション病棟入院料１」を算定しています。

当病院では１日（０時～２４時）に１０名以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。
又、看護職員の７割以上（実績）が看護師です。看護補助者は５名以上勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・８：３０～１７：３０まで
看護職員１人当たり受け持ち数は６人以内で、看護補助者は１２人以内です。

・１７：３０～２１：００まで
看護職員１人当たり受け持ち数は１６人以内で、看護補助者は４８人以内です。

・２１：００～８：３０まで
看護職員１人当たり受け持ち数は２４人以内で、看護補助者は４８人以内です。

２．脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）の届出をしています。

３．運動器リハビリテーション料（Ⅰ）の届出をしています。

４．在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の届出をしています。

５．データ提出加算1（ロ）・３（ロ）の届出をしています。

６．ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影の届出をしています。

７．入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、
適温で提供しています。

８．外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の届出をしています。

９．入院ベースアップ評価料７１の届出をしています。

     １０．電子的診療情報連携体制整備加算３の届出をしています。

１１．認知症ケア加算２の届出をしています。

１２．神経学的検査の届出をしています。

R8.6.1施設基準による届出

電子的診療情報連携体制整備加算３に係る掲示事項について
当院は保険証を紐づけしたマイナンバーカード（マイナ保険証）を用いて医療情報を取得できる体制（オンライン資格確認システム）を
整備しております。マイナンバーカードを利用し医療ＤＸを推進するため、以下の対応を実施しています。

・診療報酬明細書（レセプト）のオンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室等で閲覧又は活用できる体制を有しています。
・マイナ保険証（マインバーカードの健康保険証利用）に関して、一定程度の実績を有しています。
・医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するために十分な情報の取得と、その情報を活用して診察を行うことについて、
院内の見やすい場所・病院ホームページ等に掲示しています。
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